
令和８年２月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和８年２月２０日（金）午後１時３０分～午後２時１６分 

 

さぬき市役所３階３０１・３０２ 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～４号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第５～６号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第７～１０号） 

農業振興地域整備計画変更の答申について   （会長提出議案第１１～２０号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第２１号） 

地域計画変更申出について 

その他 

 

1山下加代子 2吉原博美 3眞田幸隆 4蓮井セツ子 5松岡浩二 

6池田幸嗣 7大塚ノブ子 8白川良一 9林 文夫 10藤井 修 

11樫村浩二 12十川隆行 13寒川孝志 14戸田修治 15長田禎二 

16細川和美 17岩澤佳宣(会長職務代理者) 18芳竹和政（会長） 

 

なし 

 

蓮井敏彦事務局長 大丸伸二副主幹 松本美佳係長 山本泰平主査 

 

－ 

 

猪熊正農地集積専門員 西渕健一農地集積専門員 

 

なし 

 

 



  

  

事務局 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

ただいまより、令和８年２月農業委員会定例会を開催致します。 

会長、よろしくお願いします。 

 

改めまして、こんにちは。 

最近、総理大臣が替わりまして、大臣もみんなそのまま行くそうでござい

ます。農業政策に対しても同じ人なので、恐らくは同じことになろうかと思

われます。 

あと心配なのはやはり米の在庫ですか、それがまだ問屋には相当数の在庫

があると。７月末で、小売で１３，５００円ぐらいになるのではなかろうか

というようなうわさも立っております。できるだけあまり下がらないよう

に、去年並みよりちょっと低いのは仕方ないけど、そのぐらいにしてほしい

なと思っておる次第でございます。なるべく高いほど、農家にとって、経営

が安定していくのではないかなとは思っております。 

それでは、ただいまより定例会を開催致します。 

なお、本日提案致します案件については事前に各地区で現地確認し、調査

していただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

本日の出席は１８名中１８名の出席で、農業委員会等に関する法律第２７

条第３項の規定に基づき、全員の出席ですので成立することを宣言致しま

す。 

では、議事録署名委員の決定ですが、私のほうから指名致します。それで

は、６番 池田委員さん、７番 大塚委員さんにお願い致します。 

では、本日の日程にそって進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願いします。 

 

それでは、諸報告を致します。別紙Ａ４の資料１ページの使用貸借終了農

地返還通知をご覧ください。これは使用貸借権を中途解約するもので、４件

受理しています。 

報告第１号、第２号は農地機構を介した合意解約になります。報告第１号、

貸人、●●●●●●、●●●●様、報告第２号、借人、●●●●●●、●●

●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●です。解約理由は借人の都

合です。 

続きまして、報告第３号、貸人、●●●、●●●様、借人、●●、●●●

様、申請地、●●●●●●●●●番他１筆です。解約理由は借人の都合です。 

続きまして、報告第４号、貸人、●●●●●●、●●●●様、借人、●●

●●●●、●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●●番

●他１筆です。解約理由は借人の都合です。 

以上となります。 

 

事務局の報告が終了致しました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号



  

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から第４号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願い致します。 

 

今月の３条の案件は４件ございまして、面積は２２，０２８㎡、１６筆で

す。 

それでは、個別の案件についてご説明します。議案書１ページをお開きく

ださい。 

会長提出議案第１号、譲渡人、●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●、

●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番●。台帳地目、現況地目

ともに畑、地積は４０５㎡です。譲渡人の申請事由、農業廃止。譲受人の申

請事由、新規就農です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は０㎡、

受人従事数は１人です。資料は１ページになります。 

●●●●●から北西へ約６５０ｍに位置しています。譲受人は農地から西

へ約２．５kmの自宅に居住しており、申請地の耕作計画として野菜を予定し

ています。 

会長提出議案第２号、譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●

●、●●●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番です。

台帳地目田、現況地目畑、地積は３，５３９㎡です。譲渡人の申請事由、労

働力不足、譲受人の申請事由、経営規模の拡大です。権利は所有権の移転を

伴うもので、経営面積は３２，５４９㎡、受人従事数は４人です。資料は２

ページになります。 

●●●●●●●から北東へ約１kmに位置しています。申請地の耕作計画と

して●●●の栽培を予定しています。 

会長提出議案第３号、譲渡人、●●、●●●●●様、譲受人、●●●●●

●、●●●●●様、申請地、●●●●●●●●番他９筆です。台帳地目、現

況地目ともに田及び畑、地積は１２，８８２㎡です。譲渡人の申請事由、後

継者への生前贈与、譲受人の申請事由、親族間の受贈です。権利は所有権の

移転を伴うもので、経営面積は０㎡、受人従事数は２人です。資料は３から

４ページになります。 

●●●●●から南西へ約１．２kmに位置しています。譲受人は譲渡人の子

に当たり、農業用の機械用具を譲り受け、耕作を予定しています。申請地の

耕作計画として水稲及び野菜の栽培を予定しています。 

会長提出議案第４号、譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●

●●●●、●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●●●番●他

３筆です。台帳地目、田及び堤塘、現況地目田、地積は５，５０２㎡です。

譲渡人の申請事由、後継者への生前贈与、譲受人の申請事由、親族間の受贈

です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は６，４１７㎡、受人従

事数は４人です。資料は５ページになります。 

●●●●●●●●●●から南東へ約１kmに位置しています。譲受人は譲渡

人の子に当たり、農業用の機械用具を譲り受け、耕作を予定しています。申

請地の耕作計画として水稲を予定しています。 



  

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

山下加代子委

員 

 

議長（会長） 

 

松岡浩二委員 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

大塚ノブ子委

員 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

十川隆行委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

以上となります。 

 

事務局の説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、●

●地区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の

報告をお願いします。 

●●地区代表委員からお願いします。 

 

１３日に現地確認に行ってまいりました。木もきれいに切って、きれいに

整地していたので、いいのでないかと思います。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第２号議案ですが、２月１７日に現地確認しました。●●さんの●●●●

●●ですが、●●●●●●●というところが、●●●、●●、●●●のほう

で●●●のハウスを使っているということなので、特に問題ないと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第３号についてご報告致します。２月１４日に現地確認を行いました。生

前贈与で畑３枚、田が７枚ということで、大きな面積なんですけれども、田

のほうはきれいにトラクターが入って耕地されて保全されておりました。畑

３枚のほうではお野菜とかお花が植えられておりまして、きちんと管理がさ

れておりました。私たちこれでよいのではないかと判断しました。よろしく

ご審議お願い致します。 

 

続いて●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第４号議案、生前贈与ということで問題なかろうと思います。よろしくお

願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号から第４号につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第４号につきましてお諮りします。議案第１号

から第４号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 



  

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

松岡浩二委員 

それでは、議案第１号から第４号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第３ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提

出議案第５号から第６号までを議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

今月の４条の案件は２件ございまして、面積にして５８０㎡、２筆です。

議案書３ページからでございます。 

会長提出議案第５号についてご説明します。申請人、●●●●●●、●●

●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番●他１筆、台帳地目田、現

況地目、宅地、地積１０９㎡。転用目的、宅地拡張。工事着完予定年月日、

昭和６２年１月５日から昭和６２年４月６日。農地区分、第２種農地、無断

転用是正の申請案件です。資料は６から７ページで、位置図を６ページに掲

載しています。 

申請地は、●●●●●●●の南西約３００ｍに位置しております。申請地

は、昭和６２年頃に申請人の亡父が農機具や農業用機械を置くために転用許

可を受けずに造成していたものであり、無断転用を解消するため転用申請に

至りました。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。ま

た、始末書も添付され、反省の念を示していることなどから、許可も止むを

得ないと考えております。 

会長提出議案第６号についてご説明します。申請人、●●、●●●様、申

請地、●●●●●●●●●番、台帳地目畑、現況地目、宅地、地積４７１㎡。

転用目的、倉庫、資材置場、駐車場、資材展示スペース。工事着完予定年月

日、令和２年２月１日から令和８年９月３０日。農地区分、第３種農地、用

途区分、第一種低層住居専用地域。無断転用是正の上、新たに事業用の駐車

場及び資材展示スペースを設置する申請案件です。資料は８から９ページ

で、位置図を８ページに掲載しています。 

申請地は、●●●●●の南西約４５０ｍに位置しております。申請地は令

和２年頃に、●●●を営む申請人が事業拡大に伴い畑の一部を倉庫及び資材

置場、駐車場用地として転用許可を受けずに造成していたものであり、無断

転用を解消するため、また、事業拡大に伴い隣接する自宅兼事務所での来客

者との打合せも増えており、新たに来客者用駐車場や資材展示スペースが必

要となり、転用申請に至りました。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同

意も得ております。また、始末書も添付され、反省の念を示していることな

どから、許可も止むを得ないと考えております。 

以上です。 

 

事務局の説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、●

●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

まず、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第５号議案ですが、無断転用の是正案件ですので、よろしくお願いしたら



  

 

 

議長（会長） 

 

林文夫委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と思います。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第６号議案ですけども、同じように是正案件で、推進委員と一緒に確認し

ました。よろしくお願い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第５号から第６号につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第５号から第６号につきましてお諮りします。議

案第５号から第６号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第５号から第６号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第４ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提

出議案第７号から第１０号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

今月の５条の案件は４件ございまして、面積にして２，３７４㎡、４筆で

す。議案書４ページからでございます。 

会長提出議案第７号についてご説明します。譲渡人、●●●●●●、●●

●●様、譲受人、●●●●●●、●●●●●●●●●様。申請地、●●●●

●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積８５７㎡。転

用目的、駐車場用地。工事着完予定年月日、令和８年４月１０日から令和８

年１２月３１日。権利、所有権移転売買、農地区分、第２種農地。資料は１

０から１１ページで、位置図を１０ページに掲載しています。 

申請地は、●●●●●●●の南西約３５０ｍに位置しております。譲受人

は●●●●●●●●●を経営しており、現在、事業所の北側に駐車場を設け

ておりますが、事業で使用する資材や商品等を保管する物置スペースが手狭

となってきており、その駐車場用地には新たに倉庫を建築する予定となって

います。このため新たな駐車場用地が必要となり、事業所に近い申請地の転

用申請に至りました。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ており

ます。 

会長提出議案第８号についてご説明します。譲渡人、●●、●●●●様、

譲受人、●●●、●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●番●、台

帳地目、現況地目ともに田、地積９９１㎡。転用目的、貸駐車場用地。工事

着完予定年月日、許可後から令和８年８月３１日。権利、所有権移転売買、



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

農地区分、第３種農地、用途区分、第一種住居地域。資料は１２、１３ペー

ジで、位置図を１２ページに掲載しています。 

申請地は、●●●●●の南約１００ｍに位置しております。譲受人は●●

●●を営んでおり、●●●●●から近い本申請地を、通勤・通学者が車を駐

車し鉄道に乗り換えるために活用できる貸駐車場用地としたく転用申請に

至りました。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

会長提出議案第９号についてご説明します。譲渡人、●●、●●●●様、

譲受人、●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●番●●、台帳地目田、

現況地目、宅地、地積２４０㎡。転用目的、宅地拡張。工事着完予定年月日、

昭和５２年１月１日から昭和５３年１２月３１日。権利、使用貸借権設定、

農地区分、第３種農地、用途区分、第二種住居地域。無断転用是正の申請案

件です。資料は１４から１５ページで、位置図を１４ページに掲載していま

す。 

申請地は、●●●●●の北約１００ｍに位置しております。申請地は、譲

渡人の亡き父が昭和５２年頃に農業用倉庫や自宅の進入路の用地として造

成していたものであり、このたび無断転用を解消するため転用申請に至りま

した。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。また、始

末書も添付され、反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ない

と考えております。 

会長提出議案第１０号についてご説明します。譲渡人、●●●、●●●●

様、譲受人、●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●番、台帳地目畑、

現況地目、宅地、地積２８６㎡。転用目的、農業用倉庫兼作業場。工事着完

予定年月日、昭和４１年１月１日から昭和４１年１０月１日。権利、使用貸

借権設定、農地区分、第１種農地。無断転用是正の申請案件です。資料は１

６から１７ページで、位置図を１６ページに掲載しています。 

申請地は、●●●●●●●●の南東約７００ｍに位置しております。譲受

人は現在、約１町６反の農地を経営しており、このたび野菜等の仕分け作業

や農業用器具等の保管場所として申請地を使用したく、転用申請に至りまし

た。申請地は譲渡人の父が昭和４１年頃に転用許可を受けずに造成し、倉庫

等を建築していたものです。また、申請地は平成５年に土地改良法による換

地処分を受けた第１種農地であり、原則として転用の許可は認められません

が、農地転用許可に係る審査基準に記載のある第１種農地で例外的に許可を

認める規定のうち「申請に係る農地を農業の振興に資する施設としての用に

供するために行うもの」に該当するため、例外的に転用可能と判断するもの

です。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。また、始

末書も添付され、反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ない

と考えております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いしま
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事務局 

 

 

す。 

●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第７号議案ですが、２月１１日に現地確認しました。変則的な形をした農

地ですが、ちょうどこの会社のすぐ近くですから、駐車場にして使っていた

だくんだったらすごくいい場所じゃないかなと思います。特に問題ないと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第８号議案は、●●●の南側のところですので、いい駐車場になると思い

ます。 

第９号議案は、道路になっておりますので、無断転用の是正ということで、

これもどうぞよろしくお願いします。 

 

第１０号議案についてご報告致します。２月１４日に現地確認を行いまし

た。見たところ事務局の説明のとおり無断転用の是正ということです。小屋

とかハウスとかが建っておりました。これは無断転用の是正ということで、

私たちよろしいのではないかと認めることにしました。よろしくご審議お願

い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第７から第１０号につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第７号から第１０号につきましてお諮りします。

議案第７号から第１０号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第７号から第１０号を原案のとおり認めることとし、香川

県へ進達致します。 

 

続きまして、日程第５ 農業振興地域整備計画変更の申出について、会長

提出議案第１１号から第２０号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局からの説明をお願いします。 

 

今回の農業振興地域整備計画変更の答申についてご説明いたします。議案

書５ページをお開きください。 

今回は農用地区域からの除外が８件で、対象農地は１１筆、面積が４，３



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０．６９㎡です。また、農地から農業用施設への用途区分の変更が２件で、

対象農地は４筆、面積が１，１１１．６８㎡です。 

それでは、まず、農用地区域から除外する個別案件についてご説明させて

いただきます。 

会長提出議案第１１号、譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●

●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●●、面積２

６３㎡です。除外後の用途は貸駐車場用地です。申請地の位置でございます

が、資料１８ページをご覧ください。●●●●●●●●●●から北約１．１

kmに位置しております。 

会長提出議案第１２号、譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●

●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●番●他１筆、面積２６３㎡で

す。除外後の用途は進入路兼駐車場です。申請地の位置でございますが、資

料２０ページをご覧ください。●●●●●●●●●●●●●●●●から南東

約８００ｍに位置しております。 

会長提出議案第１３号、譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●、

●●●●様、申請地、●●●●●●●番他２筆、面積１，９０１㎡です。除

外後の用途は馬場・馬房敷地です。申請地の位置でございますが、資料２３

ページをご覧ください。●●●●●●●●から南西約３５０ｍに位置してお

ります。 

会長提出議案第１４号、申請人、●●、●●●●様、申請地、●●●●●

●●●●番●。面積についてですが、備考欄に記載のとおり、１５２㎡のう

ち２１．８５㎡は既に除外済みであり、残りの農地１３０．１５㎡を除外し

ます。除外後の用途は宅地拡張です。申請地の位置でございますが、資料２

５ページをご覧ください。●●●●●から南西約１kmに位置しております。 

会長提出議案第１５号、申請人、●●●●●、●●●●様、申請地、●●

●●●●●●●●●●●番●、面積９６３㎡のうち１８．９２㎡。除外後の

用途は宅地拡張です。申請地の位置でございますが、資料２７ページをご覧

ください。●●●●●から北西約７５０ｍに位置しております。 

会長提出議案第１６号、譲渡人、●●●●●、●●●●様、譲受人、●●

●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番●、面積９

６３㎡のうち１６．６２㎡です。除外後の用途は宅地拡張です。申請地の位

置でございますが、資料２９ページをご覧ください。●●●●●から北西約

７５０ｍに位置しております。 

会長提出議案第１７号、譲渡人、●●●、●●●様、譲受人、●●●●●

●、●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●、面積１，５２

３㎡です。除外後の用途は特定建築条件付売買予定地です。申請地の位置で

ございますが、資料３１ページをご覧ください。●●●●●から北西約５０

ｍに位置しております。 

会長提出議案第１８号、譲渡人、●●●●、●●●●様、譲受人、●●●

●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●、面積２０５㎡で

す。除外後の用途は駐車場用地、ごみ用物置です。申請地の位置でございま
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すが、資料３４ページをご覧ください。●●●●●から南西約１．２kmに位

置しております。 

続いて、農地から農業用施設への用途区分の変更をする個別案件について

ご説明させていただきます。 

会長提出議案第１９号、譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●

●●●●、●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番他１筆。面積

についてですが、備考欄に記載のとおり、合計１，１４０㎡のうち３５４㎡

は既に除外済みであり、残りの農地７８６㎡を除外します。除外後の用途は

農業用施設です。申請地の位置でございますが、資料３６ページをご覧くだ

さい。●●●●●から北西約２００ｍに位置しております。 

会長提出議案第２０号、譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●

●●●●●、●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●●

番●他１筆。面積についてですが、備考欄に記載のとおり、合計２，３７６

㎡のうち４５９．３６㎡は既に除外済みであり、残りの農地のうち３２５．

６８㎡を除外します。除外後の用途は農業用施設です。申請地の位置でござ

いますが、資料３８ページをご覧ください。●●●●●から南西約５００ｍ

に位置しております。 

説明は以上となります。 

 

事務局の説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、●

●地区、●●地区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から

調査結果の報告をお願いします。 

まず、●●地区代表委員からお願いします。 

 

１３日に現地確認に行きました。西に大きい倉庫がありまして、夏はお昼

過ぎたらもう陰になりますし、水がないため、何を作ってもできないので、

いいのでないかと思います。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第１９号ですが、この図面を見ていただいたら分かると思うんですけど、

今回は農業倉庫を造るいうことで、現在除外された農地と併せて、かなり大

きく倉庫を建てる予定のようです。特に問題ないと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第１２号についてご報告致します。２月１４日、現地確認を行いました。

これは２枚の畑へ２６３㎡を道路、また駐車場として使っていたようです。

それで、無断転用の是正ということで、よろしいのではないかと認めること

にしました。よろしくお願い致します。 
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次、第１４号につきましては、これも２月１４日に現地確認を行いました。

事務局の説明のとおりで、無断転用の是正ということで、これも仕方ないの

ではないかと判断しました。よろしくお願い致します。 

すみません、１３号についてご報告致します。これも２月１４日に現地確

認を行いました。畑３枚、１，９０１㎡ですけれども、馬場と馬房、馬を入

れる小屋を建てるそうです。平坦地で大変、大方２，０００㎡あるから広い

です。私たちよろしいのではないかと認めることにしました。よろしくお願

い致します。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第１５号、１６号、人は同じで、ほぼ同じ場所ですけども２つ出ました。

進入路の拡張ですので問題ないと思います。 

次、第２０号、●●●●●●が倉庫の横をちょっと広げるいう農業施設な

ので、よろしいかと思います。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第１７号議案については、●●●●●のすぐ北側で、広い田んぼが資材置

場になり宅地になっていますが、駅の近くいうことで止むを得ないと思いま

す。 

第１８号議案については、もう既に駐車場として利用されていましたが、

無断転用の是正ということで止むを得ないと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１１号から第２０号につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、第１１号から第２０号についてお諮りします。議案第１１号か

ら第２０号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、第１１号から第２０号を原案のとおり認めることとし、香川県

へ進達致します。 

続きまして、日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議

案第２１号を議題とし、上程致します。なお、今月の議案で、議案書の整理

番号１６番から２８番が●●委員、４１番から４２番が●●委員及び●、９

５番が●の除斥対象議案になりますので、後で別審議と致します。 
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議長（会長職務

それでは、事務局から説明を求めます。 

 

会長提出議案第２１号についてご説明致します。議案書８ページから１３

ページをご覧ください。 

農地の貸し借りについて、委員さん案件を除いた８６件についてご説明い

たします。 

貸付先は、個人が６２件、法人２４件となっております。設定する権利の

種類は、使用貸借権が６９件、賃借権が１７件で、賃借権１７件の内訳と致

しまして、３，０００円が１５件、５，０００円が２件となっております。

期間につきましては、３年が１件、５年が１件、６年が８件、１０年が７６

件となっております。 

利用内容については、水稲、麦、露地野菜、飼料用作物、果樹の作付とな

っております。地域計画の区域につきましては、●●地区１件、●●地区１

件、●●地区２５件、●●地区３件、●●地区１件、●●地区１件、●●地

区が２２件、●●地区１２件、●●地区９件、●●地区１件、●●地区６件、

●●地区４件となっております。 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑に入ります。なお、本議案につきまして件数

が多く、時間もかかりそうですので、一括して質疑に入ります。質疑等があ

る場合は整理番号を指定の上、ご発言ください。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案書の整理番号１６番から２８番、４１番から４２番、９５

番を除く議案第２１号について原案のとおり認めることとしてよろしいで

しょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案書の整理番号１６番から２８番、４１番から４２番、９５

番を除く議案第２１号について原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、●●委員の関係議案である議案書の整理番号１６番から２８

番、●●委員及び●の関係案件である４１番から４２番、●の関係案件であ

る９５番の審議に入りますので、議事進行を職務代理にお願い致します。 

 

それでは、●●委員、●●委員、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 退席） 

 

では、事務局からの説明を求めます。 
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会長提出議案第２１号についての委員さんの案件は１６件で、権利の種類

は、使用貸借権が１５件、賃借権が１件となっており、そのうち５，０００

円の賃借料となっております。期間につきましては１０年が１６件となって

おります。利用内容については、水稲、麦、露地野菜となっております。地

域計画の区域は、●●地区が１５件、●●地区が１件となっております。 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑応答ありませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

異議なしと認めます。では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員、●●委員、●●委員の入場を認めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 着席） 

 

続いて、日程第７ 地域計画変更申出について、農業経営基盤促進法に基

づき農業委員会等への意見聴取を実施することとなっております。 

それでは、事務局より説明をお願い致します。 

 

地域計画変更申出についてご説明させていただきます。 

今月の地域計画の変更申出は１２件です。 

それでは、個別にご説明します。参考となる資料は一覧表の次のページか

ら１ページずつつけておりますので、適宜ご参照のほどよろしくお願いしま

す。 

申出番号１は農振除外、議案第１１号でご説明させていただいた内容にな

りますので、割愛させていただきます。 

申出番号２、資料２ページをご覧ください。農振用途区分変更、議案第１

９号でご説明させていただいた内容になりますが、農振農用地外の白地の１

筆について追加で地域計画から除外したい旨の申出が上がっております。申

出地のうち●●●●●●●●●●●●●番及び●●●●番は農振用途区分

変更にて説明したとおりで、追加で地域計画からの除外の申出のあった白地

の農地は●●●●●●●●●●●●●番、地積が７２１㎡です。転用目的、

農業用施設。申請地と土地利用計画は記載のとおりとなっております。 

申出番号３、資料３ページをご覧ください。申請人、●●●●●●、●●

●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●●番●、地積９９㎡。転用



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

目的、ため池の上での太陽光発電施設用地。申請地と土地利用計画は記載の

とおりとなっております。 

申出番号４、資料４ページをご覧ください。農振除外、議案第１２号でご

説明させていただいた内容になりますが、農振農用地外の白地の１筆につい

て追加で地域計画から除外したい旨の申出が上がっております。申出地のう

ち●●●●●●●●番●及び●●●番●は農振除外にて説明したとおりで、

追加で地域計画からの除外の申出のあった白地の農地は●●●●●●●●

番●、地積が１６１㎡です。転用目的、進入路兼駐車場。申請地と土地利用

計画は記載のとおりとなっております。 

申出番号５、資料５ページをご覧ください。申請人、●、●●●様、申請

地、●●●●●●●番、地積１，０４３㎡のうち５７３㎡。転用目的、宅地

拡張。申請地と土地利用計画は記載のとおりとなっております。 

申出番号６、資料６ページをご覧ください。農振除外、議案第１３号でご

説明させていただいた内容になりますが、農振農用地外の白地の１筆につい

て追加で地域計画から除外したい旨の申出が上がっております。申出地のう

ち●●●●●●●番及び●●●番、●●●●番は農振除外にて説明したとお

りで、追加で地域計画からの除外の申出のあった白地の農地は●●●●●●

●番●、地積が９４．０６㎡です。転用目的、馬場・馬房敷地。申請地と土

地利用計画は記載のとおりとなっております。 

申出番号７から申出番号１２は農振除外、議案第１４号から第１８号及び

農振用途区分変更、議案第２０号でご説明させていただいた内容になります

ので、割愛させていただきます。 

以上です。 

 

事務局の説明が終了致しました。日程第７ 地域計画変更申出について質

疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、日程第７ 地域計画変更申出についてお諮り致しま

す。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、日程第７ 地域計画変更申出について原案のとおり認めること

と致します。 

続いて、日程第８ その他で、事務局から何かありましたらご報告をお願

いします。 

 

次回の定例会は３月２５日、１時半からまたこの場所で行います。よろし

くお願いします。 



  

 

議長（会長） 

 

農地機構 

 

議長（会長） 

 

 

 

農地集積専門員から何かございますか。 

 

ございません。 

 

以上をもちまして、令和８年２月農業委員会定例会を閉会と致します。慎

重なる審議を頂き、お礼を申し上げます。 

 

（ ２時１６分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業振興地域整備計画変更の答申について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・地域計画変更申出について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 

 

 

 

農業委員会会長（議長） 

 

 

 

署名委員    ６番 

 

 

 

署名委員    ７番 

 

 

 

 

 

 


